
・・・・令和５年度厚生労働省所管予算案 

／【「賃上げ･人材活性化･労働市場強化」雇用･労働総合政策パッケージ】について・・・・・ 

★特に、人材の育成・活性化（人材開発支援助成金による企業におけるデジタル人材等の育成及び事業展開等に伴

う労働者のスキル習得支援、産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）による賃金上昇につながるスキル 

アップを目的とした在籍型出向の支援など）に、多くの予算が割かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度予算政府案を閣議決定過去最大規模 厚労省所管予算案の動向に注目 

Brainstar News 
Feb，2023 

トピックス 

政府は、令和４年 12 月 23 日、「令和５年度予算政府案」を閣議決定しました。 
一般会計の総額は、「114 兆 3,812 億円」となり、過去最大を更新しました。 

安全保障環境の急変に対応する防衛費の増額に加え、年金や医療など社会保障費が膨らんだことが主な要因
です。なお、令和５年度予算案では、岸田政権の看板政策「人への投資」を強化し、賃上げへの好循環をつく
り出すことも目指しています。厚生労働省の予算案をみると、たとえば「「賃上げ･人材活性化･労働市場強化」
雇用･労働総合政策パッケージ」として、次のような予算が計上されています。 

2/10 ● 2023 年 1 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

 2/16 ● 2022 年分の所得税、個人住民税、個人事業税の確定申告・納付開始（～3 月 15 日） 

2/28 ● 1 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 2022 年 12 月決算法人の確定申告と納税・2023 年 6 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 3 月・6 月・9 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● じん肺健康管理実施状況報告の提出 

● 固定資産税（都市計画税）第 4 期分の納付（市区町村の指定日まで） 

2 月号 

・金額は令和５年度予算案（  ）内は令和４年度当初予算額 

・（※）は５年間で１兆円に拡充し実施する「人への投資」パッケージの厚生労働省関連事業分 

令和５年度当初予算案では 1,510 億円（令和４年度当初予算額は 1,019 億円） 

改正予定 



㊟ ここで紹介した内容は、令和４年 12 月に政府が閣議決定した時点のものです。ほぼ、その内容のとおりに施

行されるのが通例ですが、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更される可能性もあります。 

☆ インボイス制度の導入、電子帳簿保存の改正については、ひとまず軽減・緩和の措置が講じられるようです。

その間に、対応できるように準備を進める必要があるでしょう。 

  なお、注目の防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和６年以降の適切な時期から法人

税・所得税に付加税が設けられる予定ですが、一定の軽減措置も講じられる模様です。 

今後の動向に注目です。諸改正が正式に決定しましたら、改めてお伝えします。 
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七十二候の暦（こよみ） 

東風解凍（はるかぜこおりをとく） 

東の風と書いて「こち」と読みます。 

春先に吹く東寄りの柔らかな風のこと

だそうです。まだまだ寒さが身に染み

るのですが、東風が吹くようになると

寒気も緩み春が近づいている証拠です 

2 月 4 日～2 月 8 日頃 

政府は、令和４年 12 月 23 日、令和５年度税制改正の大綱を閣議決定しました。 
令和５年度の税制改正の項目のうち注目を集めているのは、ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化や、
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置などです。 

細かなところでは、納税環境整備として、「電子帳簿保存法（電子取引のデータ保存）の要件緩和」、「インボ
イス制度導入に係る負担軽減措置」も盛り込まれています。 

納税環境整備については、特に中小企業に影響する部分です。日本商工会議所の資料から抜粋して紹介します。 

令和５年度税制改正の大綱を閣議決定 
 

トピックス 

 

―― 令和５年度税制改正の大綱／納税環境整備について（日本商工会議所の資料） ―― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業年金の運用に企業責任義務化へ!? 

◆貯蓄から投資の時代へ 

政府は、企業等に蓄積された 325 兆円の現預金を、

人・スタートアップ・ＧＸ・ＤＸといった重要分野へ

の投資につなげ、成長を後押しするとともに、我が国

の家計に眠る現預金を投資につなげ、家計の勤労所得

に加え金融資産所得も増やしていくことが重要である

として、「資産所得倍増プラン」を掲げました。 

そして、以下の７本柱の取組みを一体として推進す

るとしています。 

① 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるＮＩ

ＳＡの抜本的拡充や恒久化 

② 加入可能年齢の引上げなど iDeCo 制度の改革 

③ 消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの

提供を促すための仕組みの創設 

④ 雇用者に対する資産形成の強化 

⑤ 安定的な資産形成の重要性を浸透させていくため

の金融経済教育の充実 

⑥ 世界に開かれた国際金融センターの実現 

⑦ 顧客本位の業務運営の確保 

◆企業による雇用者の資産形成に向けた強化 

 「資産所得倍増プラン」の柱の１つである「企業に

よる雇用者への資産形成の強化」において、企業は、

従業員が資産形成に関するアドバイスを得られるよう

にしたり、所得水準を上げたり、中小企業においては

職場つみたてＮＩＳＡや企業型確定拠出年金（ＤＣ）、

iDeCo が広がる取組みを行ったりすることが求められま

す。 

「多様な正社員」の現状 
無期転換ルールによって無期雇用となった社員の

重要な受け皿の１つとして期待されている、勤務地限

定正社員や職務限定正社員、労働時間限定正社員のい

わゆる「多様な正社員」。 

労働政策研究・研修機構が、企業側、労働者側それ

ぞれについて調査を行った結果（2021 年実施）が公表

されています。企業調査として従業員規模 30 人以上

の全国の民間企業等が 5,700 社あまり、労働者調査と

して 20 歳以上の正社員、契約社員・嘱託、パート・ア

ルバイト、派遣社員が 2 万人回答しています。 

◆多様な正社員がいる企業は 18.3％ 

多様な正社員（勤務地限定・職務限定・労働時間限

定）がいる企業は、全体の 18.3％となっています。 

◆採用方法 

企業が多様な正社員を採る方法は、「中途・通年採

用」の割合が最も高くなっています。「有期契約労働者

からの転換」や「無期転換社員からの転換」によって

いる企業の割合も約２割あります（複数回答）。 

◆トラブル 

限定された労働条件の変更について、限定内容に反

することや限定区分の変更による配慮などに関して

トラブルが生じているようです。内容は、企業側から

の区分変更の申入れが拒否された、労働者側からは会

社都合で限定内容が変更された、という原因がそれぞ

れ最も高くなっています。 

なお、無期転換については、労働条件の明示事項の追

加等が検討されています。 

「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項 改訂版を公表（厚労省） 

令和４年７月８日施行の女性活躍推進法施行規則の改正により、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追

加されるとともに、常時雇用する労働者が 301 人以上の一般事業主については当該項目の公表が必須とされ

ました。 

厚生労働省からは、Q＆A 方式で詳細を説明する「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等

における解釈事項について」が公表されていましたが、これが令和４年 12 月 28 日付けで改訂されました。 

重要な問が追加されましたので、ご確認ください。 

― 女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について／問 31  ― 

問 31 非正規雇用労働者（パートタイム労働者）のみならず、正規雇用労働者のうち短時間勤務をしている者 

（短時間正社員、育児短時間勤務者等）についても、人員数について、換算を行って良いか。 

（答） 

○ 差し支えない。 

○ なお、正規雇用労働者のうち、短時間勤務者の人員数について、フルタイム労働者の所定労働時間等の 

労働時間を基に換算してもよいが、 

・そもそも、短時間勤務者の基本給がフルタイム労働者の基本給を減額したものとなっているかどうか 

・減額しているとして、どのような考え方・割合で減額されているか 

については、個々の企業において決められていることである。 

個々の企業において、換算をするか否か、また、適切な換算率の設定等を行っていただきたい。 

◯ また、当該換算を行った場合には、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があるこ

とに留意すること。 

☆ この問は一例です。「男女の賃金の差異」の公表等で分からないことがあれば、この解釈事項を確認する

とよいでしょう。 



具体的な見直しの例 

●労働安全衛生法令に基づく作業主任者の常駐：2023 年３月までに見直し 

事業者によって選任された作業主任者が現場の指揮等を行う際に作業場に常駐しなければならないが、 

作業主任者の職務を技術により代替できる場合には、技術で常駐規制を代替することも可能とする。  

●ハローワークにおける失業認定のオンライン化：2023 年４月から 

失業認定に当たっては、原則４週間に１回の頻度でハローワークへの出頭が求められているが、離島に 

在住するなど、ハローワークに出向くことが大きな負担となっている方に対して、現行の市町村取次に 

おいてオンラインを活用した取組を実施するとともに、その効果検証を行い、今後の対応の方向性につ 

いて、できるだけ速やかに結論を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）が、令和４年 12 月 23 日に改正され、 

令和６年４月１日から適用されることになりました。改正のポイントを確認しておきましょう。 

☆ そのほか、

明治以来、紙で

発行されてきた

官報を電子化す

る方針も決定さ

れました。 

アナログ規制の

見直し・デジタ

ル規制改革がど

こまで進むの

か？  

今後の動向に注

目です。 

＊表の本年 6月は昨

年（2022 年）6月 

運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準などを見直し 

検討段階から注目されていたのが１日の休息期間、すなわち勤務間インターバルです。 

これについては、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者ともに、 

次のように改正されました。 

改正前 継続８時間（勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与えること） 

改正後 継続 11 時間を基本として、継続９時間（勤務終了後、継続 11 時間以上の休息期間を与えるよう

努めることを基本とし、休息期間が継続９時間を下回らないものとすること） 

２年間でアナログ規制を一掃へ（デジタル臨時行政調査会） 
 

アナログ規制の見直しの効果と具体的な見直しの例 

★適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を 

使用する事業主の方は、早めに確認しておく必要があります。 

また、自動車運転の業務については、令和６年４月から労働

基準法の時間外労働の上限（年 960 時間）も適用されますので

注意が必要です。 

厚生労働省からは、この改正を分かりやすく伝えるため、 

運転者の種類ごとに、リーフレットなどが公表されています。

ご覧になりたい場合は、気軽にお声掛けください。 

 

（右記は、トラック運転者向けのリーフレットの表紙です） 


